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会
社
を
退
職
さ
れ
た
人
へ

　
今
ま
で
社
会
保
険
に
加
入
さ

れ
て
い
た
人
で
会
社
を
退
職
さ

れ
た
場
合
、
ご
自
身
で
国
民
健

康
保
険
へ
の
切
り
替
え
手
続
き

を
行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・ 

社
会
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

（
退
職
前
の
事
業
所
か
ら
発

行
さ
れ
押
印
が
あ
る
も
の
）

・
印
鑑
（
認
印
）

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

820
‐
５
６
０
４

会
社
に
就
職
さ
れ
た
人
へ

国民健康保険制度が変わります シリーズ②
制度の変更点について

４月から新たな国保制度がスタートしました。
今月は、『被保険者証と高額療養費について』変更点などをお伝えします。
【Ｑ１】被保険者証はどうなるの？
　次の点が変わります。
　①様式が県内で統一され、被保険者証に「広島県」と記載されます。
　②更新時期が県内で統一され、広島県は８月１日が更新日となります。
　③70歳以上の人に交付されている「高齢受給者証」は、被保険者証と一体化され、１枚にまとまります。
　　 なお、資格の取得・喪失および住所変更などの手続きや、被保険者証などの交付は、これまでどおり、
お住まいの市町で行います。

【Ｑ２】高額療養費は引っ越しても通算できるの？
　 　これまでは、他の市町村へ転出した場合、高額療養費の該当回数が通算できませんでしたが、平成30年
４月以降は、県内で他の市町に引っ越した場合でも、転出前と同じ世帯であることが認められるときは、
国保での高額療養費の該当回数が通算され、被保険者の経済的負担が軽減されることがあります。
　 　なお、療養費や高額療養費の申請などの保険給付に関する手続きは、これまでどおり、お住まいの市町
で行います。

国民健康保険制度について：住民課保険年金グループ 820－５６０４
保険税について：税務課町民税グループ 820－５６０３

次回は、保険税についてお知らせします。

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
さ
れ
て
い
る
人
が
就
職
し
て

社
会
保
険
に
加
入
す
る
場
合
、

ご
自
身
で
国
民
健
康
保
険
の
資

格
喪
失
手
続
き
を
行
っ
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・ 

新
し
く
加
入
し
た
社
会
保
険

の
保
険
証

・
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証

・
印
鑑
（
認
印
）

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

820
‐
５
６
０
４

学
生
の
皆
さ
ん

学
生
納
付
特
例
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
人
は
、
公
的
年

金
に
加
入
す
る
こ
と
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
学

生
も
20
歳
に
な
れ
ば
国
民
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
所
得
が
少
な
く
、
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
に

は
、
在
学
期
間
中
の
保
険
料
を
、

社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納
め
る

こ
と
が
で
き
る
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

制
度
で
は
、
原
則
４
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
の
保
険
料
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は

老
齢
基
礎
年
金
請
求
時
の
受
給

資
格
期
間
の
計
算
に
算
入
さ
れ

ま
す
。

　
ま
た
、
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害

が
残
っ
た
と
き
や
、
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
態
で
障
害
年

金
や
遺
族
年
金
を
請
求
す
る
と

き
の
納
付
要
件
に
含
ま
れ
ま
す
。

（
学
生
納
付
特
例
の
申
請
日
に

よ
っ
て
は
含
ま
れ
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。
）

　
こ
の
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期

間
の
保
険
料
は
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
卒
業
後
は
忘
れ
ず
に
追
納

し
て
く
だ
さ
い
。
追
納
す
る
場

合
、
承
認
を
受
け
て
か
ら
３
年

度
目
に
な
る
と
、
当
時
の
保
険

料
に
加
算
金
が
つ
き
ま
す
。

▽
さ
か
の
ぼ
り
申
請
‥
申
請
時

点
の
２
年
１
ヶ
月
前
分
ま
で

※
申
請
が
遅
れ
る
と
、
障
害
年

金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
‥
国
民

年
金
手
帳
・
学
生
証
（
コ
ピ
ー

可
）
ま
た
は
在
学
証
明
書
・
印

鑑
（
認
印
）
・
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
等
（
コ
ピ
ー
可
）

※
審
査
に
は
相
当
の
日
数
を
必

要
と
し
ま
す
。
結
果
が
ご
自
宅

に
届
く
前
に
、
保
険
料
納
付
案

内
書
の
送
付
や
保
険
料
の
督
促

な
ど
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

こ
と
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

広
島
南
年
金
事
務
所

253
‐

７
７
１
０
、
住
民
課
保
険
年
金

グ
ル
ー
プ

820
‐
５
６
０
４

年
金
相
談
・
年
金
請
求
手
続

き
の
予
約
が
で
き
ま
す

　
お
客
様
が
利
用
し
や
す
い
相

談
環
境
の
提
供
と
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
丁
寧
で
効
率
的
に
年
金
相
談

を
行
い
、
相
談
サ
ー
ビ
ス
品
質
を

維
持
・
向
上
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

全
国
の
年
金
事
務
所
で
年
金
の
予

約
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▽
予
約
申
込
‥
年
金
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
５
７
０
‐05
‐１
１
６
５
）

▽
受
付
期
間
‥
予
約
相
談
希
望

日
の
１
カ
月
前
か
ら
前
日
ま
で

○
ご
連
絡
の
際
は
、
基
礎
年
金

番
号
の
分
か
る
年
金
手
帳
や
年

金
証
書
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

○
広
島
南
年
金
事
務
所
で
も
受

付
け
し
て
い
ま
す
。

広
島
南
年
金
事
務
所

253
‐

７
７
１
０
、
住
民
課
保
険
年
金

グ
ル
ー
プ

820
‐
５
６
０
４

予約相談の実施時間帯

8：30～18：00 （月曜日）

8：30～16：00 （火～金曜日）

9：30～15：00 （第２土曜日）

※月曜日が祝日の場合は、翌
日以降の開所日初日18：00ま
で予約相談をお受けします。

障
害
者
・
難
病
患
者
等
へ
の

補
装
具
と
日
常
生
活
用
具
を

給
付
し
ま
す

▽
補
装
具
‥
身
体
上
の
障
害
を

補
う
補
装
具
の
交
付
・
修
理
・

貸
与
を
行
っ
て
い
ま
す
。
補
装

具
の
種
目
に
よ
っ
て
交
付
・
修

理
・
貸
与
の
際
、
県
の
判
定
が

必
要
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

（
種
目
の
例
）
義
肢
、
車
い
す
、

歩
行
補
助
つ
え
、
義
眼
、
眼
鏡
、

補
聴
器
、
座
位
保
持
い
す
等

身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
し

て
い
る
人
お
よ
び
難
病
患
者
等

▽
日
常
生
活
用
具
‥
日
常
生
活

が
よ
り
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、

日
常
生
活
用
具
を
給
付
し
ま
す
。

（
種
目
の
例
）
入
浴
補
助
用
具
、

頭
部
保
護
帽
、
火
災
警
報
器
、

点
字
器
、
ス
ト
ー
マ
装
具
等

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
手
帳
を
所
持
し
て
い

る
人
お
よ
び
難
病
患
者
等

【
共
通
事
項
】
障
害
の
程
度
、

種
類
な
ど
に
よ
っ
て
、
対
象
と

な
る
種
目
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
介
護
保
険
対
象
者

は
介
護
保
険
制
度
の
利
用
が
優

先
さ
れ
ま
す
。

【
負
担
額
】
原
則
、
基
準
額
の

一
割
で
す
。
た
だ
し
、
世
帯
の

所
得
状
況
に
応
じ
て
自
己
負
担

金
の
上
限
額
が
設
定
さ
れ
ま
す
。

基
準
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い

て
は
自
己
負
担
で
す
。
な
お
、

世
帯
の
中
に
市
町
村
民
税
所
得

割
額
が
46
万
円
以
上
の
人
が
い

る
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※
購
入
・
修
理
・
借
受
け
前
に

必
ず
民
生
課
へ
ご
相
談
の
う
え
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

民
生
課
地
域
・
障
害
者
福
祉
グ

ル
ー
プ

820
‐
５
６
３
５

難
聴
児
へ
の
補
聴
器

購
入
費
を
助
成
し
ま
す

　
言
語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
の
向
上
を
促
進
す
る
た

め
、
軽
度
・
中
等
度
の
難
聴
児

が
、
補
聴
器
を
購
入
す
る
際
の

費
用
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
18

歳
未
満
の
人
②
原
則
と
し
て
両

耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
デ
シ
ベ

ル
以
上
の
人
③
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
の
対
象
と
な
ら
な
い

人▽
所
得
制
限
‥
世
帯
の
中
に
市

町
村
民
税
所
得
割
が
46
万
円
以

上
の
人
が
い
る
場
合
は
、
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

▽
対
象
経
費
‥
補
聴
器
の
購
入

お
よ
び
更
新
に
要
す
る
費
用

（
修
理
は
、
対
象
外
）

▽
自
己
負
担
額
‥
補
聴
器
購
入

に
係
る
費
用
の
１
／
３
お
よ
び

補
助
基
準
額
を
超
え
た
額

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑
②
医
師
の
意
見
書
③
意

見
書
に
基
づ
き
補
聴
器
販
売
業

者
が
作
成
し
た
見
積
書

※
購
入
前
に
必
ず
民
生
課
へ
ご
相

談
の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

民
生
課
地
域
・
障
害
者
福
祉

グ
ル
ー
プ

820
‐
５
６
３
５

腎
臓
機
能
障
害
者
の

通
院
費
を
助
成
し
ま
す

人
工
透
析
治
療
を
受
け
る
た

め
に
通
院
し
て
い
る
在
宅
の
腎

臓
機
能
障
害
者
（
※
要
事
前
申

請
）

▽
助
成
額
‥
通
院
１
回
に
つ
き
、

バ
ス
運
賃
お
よ
び
公
共
交
通
機

関
運
賃
の
30
％
に
相
当
す
る
額

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の
‥
身

体
障
害
者
手
帳
・
印
鑑

民
生
課
地
域
・
障
害
者
福
祉

グ
ル
ー
プ

820
‐
５
６
３
５

平
成
30
年
度
献
血
に
つ
い
て

　
本
年
度
の
献
血
は
、
次
の
日

山野矯正歯科　☎　888-8741（矢野駅前）
山野歯科医院　☎　854-1139

３歳からフッ素でぶくぶく
むし歯予防（１年間1,000円）
糖尿病予防はお口から！
歯のクリーニングをどうぞ！

歯並び矯正は専門医のいる当院へ！
広告 程

で
行
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
日
程
お
よ
び
場
所
が
、
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

熊
野
町
公
衆
衛
生
推
進
協
議

会
（
生
活
環
境
課
内
）

820
‐

５
６
０
６

実施日 時　間 場　所

６/19㈫

9：30～
11：30 くまの・

みらい
交流館12：30

～15：30

10/30㈫

9：00～
11：00

東部地域
健康
センター

13：00～
16：00 町民会館

２/24㈰ 10：00～
14：00 町民会館


